
  

 

外国人材の受入れが受入国労働市場の賃金水準に与える影響 

：台湾における就業服務法施行を自然実験として 

 

要旨 

本稿では、外国人材の受入れが、受入国労働市場に与える影響を検証する。特に先行研

究の蓄積が少ないアジアに注目し、台湾における外国人材受入れに関する法制度の施行

を自然実験として取り上げ、外国人材受入れが台湾人労働者の賃金に与えた影響を明ら

かにする。業種・男女別パネルデータを用いた DID 分析の結果、1991 年の就業服務法

施行により外国人材受入れを開始した建設・製造業では、受入れを行っていない他の産

業に比べて、月平均賃金が 5-7%減少した。加えて、この賃金減少効果は、製造業従事

者と女性に対して特に大きいことが示された。 
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1.はじめに 

 香港や韓国など少子高齢化に悩むアジア先進国は、程度の差こそあれ、労働力不

足の解決手段となる外国人材への依存を強めてきた。日本でも 2019 年に改正入管

法が施行され、新在留資格「特定技能」の創設による大規模受入れ1が開始された。

従来外国人材受入れの役割を担ってきた技能実習制度等の運用を控え、雇用を目的

とした在留資格が新設されたことは、日本の諸産業の人手不足の深刻さと、外国人

材受入れの必要性の高まりを示している。 

 外国人材受入れに関する議論には、外国人材が受入国労働者の賃金を下げ、ひい

ては雇用機会を奪うか、という問題があり、この問題は特に欧米で政治的注目を集

めてきた。例えば、2016 年の英国国民投票における Brexit 推進派の躍進や米国に

おけるトランプ大統領の就任は、「移民が自国民の雇用を脅かしている」という認

識に後押しされたと言われている。受入れの規模を大きくする日本を含むアジア先

進国でも、外国人材受入れの問題は今後政治的な意味合いを強め、盛んに議論され

る可能性がある。 

 移民受入れが賃金・雇用に与える影響については、移民経済学を中心とする学術

界でも、「 (受入国労働者に対する) 移民の代替性」という枠組みの中で、これを量

的に推定する試みが続けられてきた。特に移民受入れの社会的・経済的影響が声高

に論じられてきた欧米には、実証研究の蓄積がある。後述の通り、先行研究の結果

は一致しておらず、代替的とするものもあれば補完的とするものもある。地域や国

によっても見解は異なる。 

 本稿では移民受入れの賃金効果の議論を、アジアに拡張する。特に台湾における

就業服務法施行による、建設・製造業での外国人材受入れを自然実験とし、想定さ

れる内生性に対処した上で、外国人材受入れが受入国労働市場の賃金に与える影響

を推定する。即ち本稿では「台湾の建設・製造業における外国人材受入れが、台湾

国人建設・製造業従事者の賃金に影響を与えたか」を明らかにする。分析手法は、

1991 年に外国人材受入れを開始した台湾の建設・製造業を処置群、 受入れを行わ

                                                 
1 法務省(2018) p.7-9 によれば、今後 5 年間の受入れ見込み人数は合計で 345,150 人に上る。本稿で

分析する建設・製造業は、345,150 人中の 40,000 人・87,650 人を占める最大受入れ規模の産業であ

る。 



なかった採鉱業・インフラ関連産業等を対照群とし、1987-96 年の業種・男女別パ

ネルデータを用いた DID 分析である。分析結果より、外国人材を受け入れた業種の

月平均賃金は、受け入れていない業種に比べ 5-7%減少した。加えて、台湾での外

国人材受入れの賃金減少効果は、製造業従事者と女性に対して特に大きいことが示

された。 

 本稿の貢献は、移民経済学研究の蓄積がほぼ無いアジアから、初めて台湾を対象

に分析を行ったことである。 分析の際、新たな法制度の施行を自然実験として用い

ることも特徴である。法制度の施行による積極的な外国人材受入れは、既に難民を

含む大規模な移民流入の管理に追われている多くの欧米諸国では難しい。しかしア

ジア先進国には、人手不足業種に限って外国人材受入れを政策ベースで行う余裕が

ある。アジアを対象とするからこそ実施可能な本稿の分析には、法制度の規定に基

づく自明な treatment/control の区別と、法制度の施行を境界とする明確な

before/after がある。分析は台湾の業種・男女別パネルデータに基づき、業種ごとの

固定効果を捉えた推定結果を提示した。そして統計的根拠を示すことで、日本を含

むアジア先進国に有益な、外国人材受入れ分野における政策的含意を引き出した。 

 本稿の構成として、第 2 章では先行研究を挙げ、結論と研究手法の変遷を整理し、

本稿の位置付けと学術的貢献を明らかにする。第３章では台湾の就業服務法につい

て説明する。第４章では仮説、並びに計量分析に用いるモデルとデータを提示する。

第５章では分析結果を示し、第６章ではその考察と政策的含意に言及する。 

 

2. 先行研究と本稿の学術的貢献 

 本章では、外国人材或いは移民が受入国労働市場の賃金水準に与える影響を分析

し、移民の代替性に関する示唆を得た研究を、二つの分析手法に注目して紹介する。

なお、Factor proportions approach などと呼ばれる別の手法で移民の代替性を検証

した研究もある。だがここでは、特に労働市場の定義上立場を異にする二分類のみ

を紹介する。表 2-1,2 は分類ごとに先行研究を整理したものである。 

 留意しておきたいのは、いずれの手法を用いる場合も、移民の代替性を推定する

際は、移民の労働市場選択に起因する内生性に対処する必要があるという点である。

移民は移住先の労働市場の経済状況を考慮した上で、移住先を決定するため、移民

流入は好ましい経済状況(例えば高賃金)にある労働市場に偏りやすい。従って、こ



の内生性に対処せずに推定した移民流入の賃金効果は、正の方向にバイアスの影響

を受ける。 

 Card (1990) や Dustmann et al. (2005) 等、 Spatial correlation approaches による

分析を行った初期の研究の多くによれば、移民流入は賃金に影響を与えないか、与

えるとしても僅かな負の影響に止まる。Spatial correlation approaches では、労働市

場を都市や州に対応させて地理的に定義する。そして、異なる規模の移民流入の影

響を受けた労働市場間の賃金変化を比較し、移民流入の賃金効果を推定する。 

 移民の労働市場選択の内生性に対処するため、Card (1990)は、キューバの政情不

安を原因にキューバ人が Miami へ集中的に押し寄せた事例 (The Mariel Boatlift) を

自然実験として利用する。同研究の DID 分析の結果によれば、移民流入が Miami

における賃金・失業率に与えた影響は有意でない。 

 Dustmann et al. (2005) は、移民は経済状況に加えて既存の ethnic networks の存

在を考慮した上で移住先を決定する、という Bartel (1989) の主張に基づき、各地域

の historical settlement patterns を操作変数として用いることで内生性に対処する。 

同研究の分析結果によれば、英国 17 地域への移民流入が賃金・雇用に与える影響

は、教育水準ごとに差はあるものの、総じて有意でない。 

 Borjas (2003) や Steignhardt (2011) 等、昨今の研究の多くは Skill-group 

approaches による分析を通して、移民流入が有意に賃金を減少させることを示して

いる。Skill-group approaches は、移民の skill distribution が ネイティブの skill 

distribution と一般には一致しないことを踏まえ、異なる規模の移民流入の影響を受

けた skill 別労働市場間の賃金変化を比較し、移民流入の賃金効果を推定する。 

 Skill-group approaches の強みは、spatial correlation approaches が対処を試みて

きた内生性に、それ単体で対処できる点にある。Skill-group approaches が分析する

労働市場は skill 別のものであり、労働市場への移動はもはや単なる地理的移動では

なく、教育・職能訓練の必要を伴うため、移民は労働市場を自由に選択できない。

従って skill-group approaches は、移民の労働市場選択の内生性を克服できるのであ

る。 

 更に skill-group approaches の推定結果は、spatial correlation approaches より頑

健である。Spatial correlation approaches が分析する地理的労働市場では、労働者及

び企業が移民流入に地理的移動を通して反応するため、分析する労働市場の地理的



規模ごとに異なる推定結果を引き出し得るが、skill-group approaches はこの問題を

解決できる2。 

 Skill-group approaches を先駆的に用いた Borjas (2003) は、教育年数と労働経験

ごとに skill 別労働市場を定義する。同研究の分析結果によれば、米国への移民流入

は、(特に low-skilled 労働者の)賃金・労働時間を有意に減少させる。 

 一方ドイツを分析対象とした Steignhardt (2011) は、教育年数ではなく業種に応

じて skill 別労働市場を定義する。ドイツの場合、同教育水準のネイティブと移民で

あっても、移民に不利な資格要求や人種差別を理由に、異なる業種を選択しやすい。

そのため、教育年数で定義された skill 別労働市場の分析は推定にバイアスをもたら

す。このバイアスの存在を示し、業種別労働市場を分析した同研究の分析結果によ

れば、ドイツへの移民流入は(特に清掃業者等の)賃金を有意に減少させる。 

 先行研究の動向を踏まえ本稿の分析の特徴を二つ挙げる。一点目に、本稿では

Steignhardt (2011) 同様、業種により定義された skill 別労働市場を分析する skill-

group approaches を用いることで、内生性の影響を受けない推定結果を提示する。

特に台湾の場合、第３章で示す通り、外国人材に開かれた受入先業種の選択肢は、

建設・製造業で人手不足が著しいものに限られる。そのため本稿の推定結果は、外

国人材の労働市場選択に起因する内生性の影響を排除できる。  

 二点目に、本稿では先行研究に乏しいアジアで、初めて台湾を対象にパネル分析

を行う。そして、欧米と異なるアジア固有の skill distribution 類型を考慮した分析

結果を示す3。アジア先進国は、受入れに先立ち外国人材に対して特定業種との適性

を測る審査や職能訓練を行っている。従って、アジア先進国への外国人材の skill 

distribution は欧米諸国の場合と比べて高水準であり、ネイティブをより代替しやす

い可能性がある。この場合、欧米諸国に比べて大きい賃金減少効果が推定されるだ

ろう。先行研究はアジアの skill distribution 類型についてほぼ議論しておらず、本

稿の分析は欧米を中心に発展してきた移民経済学に新たな知見をもたらしうる。 

                                                 
2 Borjas(2014) p.79-104 
3 Dustmann et al. (2005) は、各地域の skill distribution 類型を移民の代替性の議論に取り入れる重要

性を示唆した。英米の skill distribution 類型については表 2-1 を参照。 



 





3. 1991年就業服務法による外国人材受入れ 

3-1.外国人材受入れの経緯 

 台湾では 1980 年代後半から、建設業を中心に人手不足問題が顕在化していた。

人手不足の要因としては、産業構造のサービス化に加え、1984 年労働基準法が成立

した後も劣悪な労働条件が放置されてきたことや、若者のサービス業指向が挙げら

れている4。 

 人手不足の解決策として、台湾政府は 1988 年前後に外国人材受入れを本格的に

検討し始め、1991 年には初の公式受入れとして、公共建設事業に約 1000 名のタイ

人労働者を受け入れた。人手が確保できず滞っていた公共建設事業は、完了する

2000 年代半ばまで積極的に建設業外国人材を雇用し続けた。 

 留意すべき点として、就業服務法による外国人材受入れ以前の 1980 年代、既に

台湾では約 8−10 万人の外国人が観光ビザで入国し不法就労していた5。1989 年に

は不法滞在者と合法外国人材の入れ替えを目的に、一旦不法滞在者への罰則を停止

して帰国を促し、帰国しない不法滞在者に対する取り締まりを強化した6。 

 

3-2.就業服務法の内容 

 1991 年 12 月に成立し、1992 年 5 月に施行された就業服務法は、1992 年 7 月に

施行された外国人聘雇許可及管理辧法と併せて、台湾の外国人材受入れに係る諸規

定(後述する就業安定費の徴収や、人材仲介業者、受入れ後の管理に係る規定等)を

定めた法律である。就業服務法施行の 1992 年には、先んじて制度を整備し受入れ

を開始していた建設業に加えて製造業と、本稿では分析対象としないサービス業で

は、介護・家事労働業での外国人材受入れが公式に認められた7。表 3-1 は就業服務

法成立以降の建設・製造業における外国人材人口である。 

 就業服務法が定める基本事項として、在留期間については、2001 年以前は最長 3

年と定められていた。また、許可された業種以外の業種には従事できず、同業種内

                                                 
4 江秀華(2015) p.200 

5 詹火生(1991) p.8 
6 江秀華(2015) p.201 

7 制度整備の面で製造業は建設業に 1 年遅れたが、單驥(2000) p.8 によれば 1991 年 10 月にも製造業

は外国人材受入れを開始しており、実際の受入れ開始時期は両産業とも 1991 年である。使用データ

でも、両産業で 1991 年に総労働者人口が例外的な規模で増加していることが確認できた。 



の転職は許可を得た上で３回まで認められる。外国人材は台湾人と同様に全民健

康・勞工保険への加入が義務付けられ、賃金・勤務時間にも労働基準法の規定が適

用される。具体的には、最低賃金は 1 万 7880 元/月、勤務時間は８時間/日、残業

時間は最長３時間/日と定められている8。 

 

 

 

 

3-3.制度の運用状況9 

 台湾の外国人材受入れは主に、⑴外国人材雇用申請から許可取得までの過程と、

⑵求人過程に分けられる(図 3-1,2)。受入れの目的はあくまで労働力の一時的補填で

あるので、自国民の就業機会が奪われることを防ぐため、過程⑴では雇用数の設定

と台湾人労働者の未充足確認が厳格に行われる。例えば製造業事業所が外国人材雇

用申請を行う場合、行政院労工委員会が決定する雇用数(事業所内台湾人労働者数の

約 20％が上限)を前提に(図 3-1②-③)、3 日間の求人広告掲示と以降 14 日間の応募

者受付を経てもなお、台湾人労働者の採用に至らなかった場合にのみ(③-④)雇用許

可を取得できる。 

 過程⑵では、雇用許可を得た事業所は台湾の仲介業者によるサービスを活用する。

台湾の仲介業者は、送出国側の仲介業者・政府機関等に求人情報を提供し(図 3-2

                                                 
8 江秀華(2015) p.202-209 

9 佐野(2004) p.24-30 



②)、下請けネットワークを通して希望者を募集した後(③-④)、最終的に雇用主か

その委任を受けた仲介業者が面接により候補者を選定する(⑦-⑧)。雇用関係成立後、

仲介業者は入境前と入境後に言語・文化教育や就業指導を行うほか、追加的に事業

所側も事前研修を行うケースがある。單驥(2000) が 154 製造業事業所を対象に行っ

た調査によれば、103 事業所(約 67%)が平均 11.25 日相当の事前研修を行っている10。 

 受入れ過程における厳格な台湾人労働者の未充足確認以外にも、台湾人労働者の

就業機会を保護する取り組みは多数行われてきた。例えば、台湾政府は外勞緊縮を

方針に掲げ、台湾人労働者単体で人手不足を補填する働き方への移行を推進してい

る。そして、毎年『外籍勞工運用及管理調查』を発行し、生産の自動化や業務の簡

素化といった、具体的な外勞緊縮施策の実施度を調査している。また受入れ企業か

ら徴収される、外国人材雇用税にあたる就業安定費は、台湾人失業者に対する職業

訓練費等にも充当されている。 

 

                                                 
10 單驥(2000) p.27-29 





4. 仮説と研究手法 

4-1.仮説 

 本稿では以下の仮説を検証する。 
 

仮説: 台湾の外国人材受入れは、台湾人建設・製造業従事者の賃金を減少させた 。 

 

 この仮説は「短期的には労働供給の増加は賃金を低下させる」という労働経済学

の理論を基に予測されるものである11 。この主張には外国人材と受入国労働者が完

全代替的であるという前提がある。つまり、同一業種内の外国人材と台湾人労働者

が完全代替的である場合に、上記の仮説が成立するはずである。逆に言えば、この

仮説を立証できない場合、両者の間に完全代替性が存在しない可能性を検討する。 

 また依拠した主張の「短期的には」という部分は、労働需要曲線がシフトしてい

ないことを要求している。台湾の外国人材受入れの主な要因は、労働需要の変化と

いうより純粋な人手不足であるため、本稿の分析はこの要求を満たしているといえ

る。仮に労働需要の変化が存在する場合も、計量分析において労働生産性を説明変

数に組み込むことでこれを統制する。 

 

4-2.分析モデル 

 本稿では台湾の就業服務法施行による外国人材受入れを自然実験とし、外国人材

受入れの対象である建設・製造業を処置群、対象でない採鉱業・インフラ関連産業

等を対照群とした DID 分析を行う。DID 分析を用いた場合、両群に共通の時間に

よる変化と両群の異質性から生じる変化の影響を除去でき、外国人材受入れの純粋

な効果の推定が可能となる。 

 

 

                                                 
11 Dustmann et al. (2007) p.7-17, Borjas(2016) p.335-337 



 

 
 

 但し DID 分析を実施するには、本来の両群のトレンドが平行である必要がある12。

平行トレンド仮定を検証するため、図 4-1に両群の log(月平均賃金)log𝑤𝑎𝑔𝑒の変化

を示した。観察期間を通して対照群のlog𝑤𝑎𝑔𝑒は処置群に比べて高いが、外国人材

受入れを開始した 1991年まで、両群 のトレンドはほぼ平行である。従って平行ト

レンド仮定は満たされているといえる。 

 同時に図 4-1は、1991年以降、処置群のlog𝑤𝑎𝑔𝑒の増加の傾きがより緩やかにな

り、両群の差が開いていく変化を示している。この変化は処置群の賃金減少を予測

する本稿の仮説と整合的である。但し以上の考察は、他の変数を考慮せずに被説明

変数の動向を解釈しているに過ぎないため、実際の外国人材受入れの賃金効果の検

証は、以下のモデルによる DID分析の結果に委ねられる。 

 

  Model1: log𝑤𝑎𝑔𝑒𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑃𝑜𝑠𝑡𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑡 × 𝑇𝑟𝑒𝑎𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖 + 𝛽2𝑃𝑜𝑠𝑡𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑡 + 𝛽3𝑋𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡 

𝑢𝑖𝑡 = 𝜇𝑖 + 𝜀𝑖𝑡 

 

                                                 
12 Angrist and Pischke (2009) p.227-243 



 被説明変数は、業種 i の t 年における log(月平均賃金(NT$)) log𝑤𝑎𝑔𝑒𝑖𝑡である。月

平均賃金は、％解釈を可能にする目的と、後述の𝜀𝑖𝑡が従う分布を正規分布に近づけ

る目的で、log 変換を行った。 

 説明変数には、外国人材受入れ開始13後の処置群業種の観測に対し 1 となる

𝑃𝑜𝑠𝑡𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑡 × 𝑇𝑟𝑒𝑎𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖と、受入れ開始後の観測全般に対し 1 となる𝑃𝑜𝑠𝑡𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑡 

に加え、共変量𝑋𝑖𝑡を組み込む。𝑋𝑖𝑡には、各業種の観察可能な特性を統制する log(月

平均労働時間(時間)) logℎ𝑜𝑢𝑟𝑠𝑖𝑡と log(労働生産性) log𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑦𝑖𝑡
14 、トレンドを

統制する年ダミー𝑌𝑒𝑎𝑟か、年×産業ダミー𝑌𝑒𝑎𝑟 × 𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑦が含まれる15。結果の考

察では係数 𝛽1の値と有意性に注目する。𝛽1 < 0 である場合、仮説が立証されたとい

える。 

 注意事項として、𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑦𝑖𝑡には男女別統計が無く、男女全体の場合も建設業

業種等に統計が用意されておらず、log𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑦𝑖𝑡を含むモデルの分析では、業

種数が 39 から 28 に減ってしまう。そのため𝑌𝑒𝑎𝑟とlogℎ𝑜𝑢𝑟𝑠𝑖𝑡のみを共変量とする

モデルを特に基本モデル⑴とする。これにlog𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑦𝑖𝑡を追加したとき、各業

種の労働需要を統制できる。また𝑌𝑒𝑎𝑟の代わりに𝑌𝑒𝑎𝑟 × 𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑦を用いると、産業

別トレンド、ひいては成長が著しい産業への移民流入を統制できる。Orrenius and 

Zavodny (2007) で年×地域ダミーが内生性の対処法の一つであった16ように、

𝑌𝑒𝑎𝑟 × 𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑦を加えたモデルでは、ただ skill-group approaches を利用する場合

よりも、更に移民の労働市場選択の内生性を取り除くことができる。 

 誤差項𝑢𝑖𝑡 は各業種の観察不能な特徴を示す業種別効果𝜇𝑖と確率項𝜀𝑖𝑡から成る。𝜀𝑖𝑡

はホワイトノイズで𝜀𝑖𝑡~𝑖𝑖𝑑(0, 𝜎𝜀
2)に従い、説明変数と相関しないとする。本稿では

共変量𝑋𝑖𝑡で捉えられない観察不能な要因を考慮した上で推定を行うため、固定効果

(FE)モデルを用いる。FE モデルでは𝜇𝑖は 非確率変数となり、各業種の観察不能な

特徴による影響を除去できる。 

                                                 
13 主に 1991 年を指すが、一部業種は 1992-93 年に受入れを開始した。 
14  労働生産性𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑦𝑖𝑡は公式統計で Base period とされていた 2016 年の統計値を 100 とする相

対的な指標である。 

15 業種別男女比、 総労働者人口、その両方を共変量に加えたモデルでも分析を行った。しかしどの

モデルも F 検定によれば有意ではなく、各モデルの推定結果にもほぼ変化は無かったため、不採用

とした。 
16 Orrenius and Zavodny (2007) p.6 



 

4-3.使用データ  

 本稿では、台湾政府・勞動部により公開されている 勞動部全球資讯網17・中華民

國統計資讯網18から得たデータを基に、業種・男女別パネルデータ(1987-1996 年の

10 年間)を作成した。 表 4-1,2 にある通り、処置群は外国人材受入れ対象である建

設・製造業に属する 24 業種、対照群はそれ以外の 15 業種である。ここで、外国人

材受入れを行っていないか、行っているが受入れ規模が極端に小さい一部の製造業

業種は対照群に分類した。変数の記述統計は表 4-3,4,5 に示した。 

 

 

 

                                                 
17 (繁体字) https://www.mol.gov.tw/statistics …外国人材関連のデータを取得した。 
18 (English) https://eng.stat.gov.tw …外国人材関連のデータ以外を取得した。 



 

 

 



 
 

 
 

 



 分析期間の開始点は、二つの事情を考慮し 1987 年とする。まず第３章で言及し

た 1989 年の不法滞在者送還より前は、人手不足産業の賃金水準が早くも不法滞在

者の就労の影響を受けている可能性があり、1989 年より前に分析期間を広げること

は好ましくない。しかし、外国人材受入れ開始前の期間と後の期間の長さにバラン

スをもたらすため、一定程度遡った時期のデータも分析に取り入れる必要がある。

分析期間を 1996 年までとする理由は、アジア通貨危機が起きた 1997 年以降のデー

タを用いる場合、推定結果が通貨危機による構造変化の影響を受ける可能性がある

ためである。 

 注意事項として、使用統計は総労働者の統計であるため、台湾人労働者に外国人

材を加えた上で算出されている。従って、log𝑤𝑎𝑔𝑒𝑖𝑡が移民の代替性の問題と関わり

なく、低賃金で働く外国人材の参入により減少している可能性がある19。また

logℎ𝑜𝑢𝑟𝑠𝑖𝑡も、長く働く外国人材の参入により増加している可能性がある。そのため

本稿では台湾人労働者の純粋な月平均賃金・労働時間を算出し、補正値を用いた分

析も行った。しかし表 A-3,4 にある通り、補正後の推定結果は補正前とほぼ同じで

あり、補正の有無は問題とならない。補正式の詳細については本章では触れず、表

A-3,4 内で説明する。 

 

5. 分析結果 

 分析に先立ち、パネル分析のうち、変量効果(RE)モデルと FE モデルのどちらを

採用すべきかを確認する。Hausman 検定の結果、カイ二乗統計量は 7.02 であり、

RE モデルを支持する帰無仮説は有意水準 3%で棄却できる。従って以下では FE モ

デルの分析結果のみを示す。但し、RE モデルで分析した場合も推定結果はほぼ変わ

らないことを追記しておく。 

 

5-1.DID分析 

                                                 
19 外国人材の最低賃金保障が存在するため、実際には外国人材と台湾人労働者の賃金の差は大きくな

い。1998, 99 年の統計の平均値(表 A-2)から、外国人材の月平均賃金は台湾人労働者の 85%(建設

業)・96%(製造業)である。同様に労働時間の差も大きくないため、推定結果が補正に左右されなか

った理由は、外国人材と台湾人労働者の賃金・労働時間の差が小さいためだと考えられる。 



 表 5-1 は男女全体を標本とした推定結果で、被説明変数はlog𝑤𝑎𝑔𝑒𝑖𝑡である。外国

人材受入れがlog𝑤𝑎𝑔𝑒𝑖𝑡に与える影響を示す𝑃𝑜𝑠𝑡𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑡 × 𝑇𝑟𝑒𝑎𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖の推定値𝛽1̂は、

建設業の場合を除き全体的に負であり、かつ統計的に有意である。従って、外国人

材受入れによる賃金減少効果が示され、仮説が立証される。表 5-1(1)の𝛽1̂からは、

外国人材を受け入れた建設・製造業では他の業種に比べ月平均賃金が 5.2%減少して

おり、この効果は有意水準 5%で有意であると解釈できる。ここで全体のlogℎ𝑜𝑢𝑟𝑠𝑖𝑡

とlog𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑦𝑖𝑡をみると、両者の符号が正であることから、log𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑦𝑖𝑡が

高いほど労働需要が高く、logℎ𝑜𝑢𝑟𝑠𝑖𝑡が多いほど月平均で長く働くので、月平均賃金

が上昇するのだと自然に解釈できる。従って推定結果にはある程度一般性が保たれ

ているといえる。 

 (5)-(8)は、内生性への対処のため𝑌𝑒𝑎𝑟 × 𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑦を追加した推定結果である。

(1)に比べ(5)の𝛽1̂が小さいことは、(1)の𝛽1̂は内生的な正の方向へのバイアスの影響

を受けていることを示しているかもしれない。但し全体的に(1)から推定結果は大き

く変化せず、5-7％の賃金減少効果が一貫して示されている。 

 (4),(8)は、log𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑦𝑖𝑡を用いて労働需要の変化を統制した推定結果である。

再度強調するが、建設業にはlog𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑦𝑖𝑡の統計が無いため、処置群は製造業

のみである。(3)と(4)、(7)と(8)を比較すると、𝛽1̂は(3)→(4)では約 1.5 倍に変化し

たが依然として負であり、(7)→(8)ではほぼ変化がない。以上より、内生性と労働

需要を追加的に統制した場合も、一貫して 5-7％の賃金減少効果が支持されている。 

 (2),(3),(6),(7)は産業別推定結果である。(2),(6)から、建設業では有意な負の𝛽1̂が

示されず、この点は後に続く男女別の推定結果でも同じである。但し建設業の標本

数は 4 と小さく、建設業では賃金減少効果が存在しないと直ちに結論づけることは

難しい。しかし t 検定の結果、(2)と(3)・(6)と(7)の𝛽1̂の差に関して、t 統計量は

12.681・2.045 であり、賃金効果に産業間の差は無いとする仮説は有意水準 0%・

3%で棄却できる。従って、少なくとも建設・製造業間に賃金効果の差は存在する。 

 表 5-2,3 は男女別推定結果である。各表の(1),(4)から男性で 5-6％の、女性で 7-

8％の賃金減少効果が存在する。女性の𝛽1̂の方が大きく有意であるため、t 検定を行

ったところ、(男 1)と(女 1)・(男 4)と(女 4)の𝛽1̂の差に関して、t 統計量は 10.441・

2.694 であり、賃金効果の男女差は存在しないとする仮説は有意水準 0%・0.4%で

棄却できる。従って、賃金効果は特に女性に対して有意に大きい。 



 更に各表の(2)と(3)の𝛽1̂の差の検定を行うと、(男 2)と(男 3)・(女 2)と(女 3)の𝛽1̂

の差に関して、t 統計量は 10.989・25.485 であり、賃金効果に産業間の差は無いと

する仮説は、どちらの場合も有意水準 0%で棄却できる。従って男女別にみても賃

金効果には産業間の差がある。但し男性の(5)と(6) の𝛽1̂の差の検定では、t 統計量

は-0.386 であり、上の仮説は有意水準 10%でも棄却できない。ここでは逆の結果が

導かれており、解釈が難しい。一方、女性の(5)と(6) の𝛽1̂の差の検定では、t 統計

量は 22.614 であり、上の仮説は 0%で棄却できるため、産業間の差が支持されてい

る。加えて興味深いことに、女性の場合、建設業においては、有意水準 1%で有意

な約 5%の賃金増加効果が示唆されている。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

5-2.頑健性チェック 

 DID 分析の結果の頑健性を判断するため、更に以下のモデルで分析を行い、同様

の結果が得られるかを確認した。 

 

 Model2: 𝑙𝑜𝑔𝑤𝑎𝑔𝑒𝑖𝑡 = 𝛿0 + 𝛿1𝑓𝑜𝑟𝑒𝑖𝑔𝑛𝑖𝑡 + 𝛿2𝑋𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡 

𝑢𝑖𝑡 = 𝜇𝑖 + 𝜀𝑖𝑡    𝑡 = 1991, . . . , 1996    
 

 本分析では、基本モデル⑴の𝑃𝑜𝑠𝑡𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑡 × 𝑇𝑟𝑒𝑎𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖と𝑃𝑜𝑠𝑡𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑡を外国人材

割合(%)𝑓𝑜𝑟𝑒𝑖𝑔𝑛𝑖𝑡に差し替えた場合も、𝛿1の推定値𝛿1̂が有意に負であるかに注目す

る。表 5-4 のどの場合も𝛿1̂は負で、有意水準 5%で有意である。(1),(2)は外国人材

人口が 1%上昇すると製造業では賃金が 0.6%減少すると解釈できる。表 4-3 より

𝑓𝑜𝑟𝑒𝑖𝑔𝑛𝑖𝑡の平均は約 5%であるため、このモデルからは、製造業内男女全体での外

国人材受入れの賃金減少効果が約 3%(=0.6×5%)であると推定できる。表 5-



1(7),(8)の𝛽1̂の約 7%と比較すると約 3%という値は小さいが、少なくとも符号と有

意性に関して一貫した結果が得られた。 

 分析モデルの特定化に関してはもう一点記しておきたい。ここまで、移民の労働

市場選択の内生性について注意して分析してきたが、政策の内生性、即ち受入れ対

象業種の決定に起因する内生性が存在する可能性は残される。第３章で述べた通り、

台湾では人手不足に悩む業種が外国人材受入れの対象となった。仮に対象業種の人

手不足が、低賃金(のために台湾人労働者を確保できないこと)に起因する場合、政

策の内生性が存在する可能性がある。このとき𝛽1̂は負の方向にバイアスの影響を受

ける。しかしながら、本稿のように法制度の施行という社会実験を利用する場合、

政策の内生性に対処するのは容易ではない。より無作為実験的に環境や政策が変更

された事例を対象とした分析が必要となる。これについては今後の課題としたい。 

 

6.考察と政策的含意 

 分析結果より、台湾の建設・製造業における外国人材受入れは賃金を有意に 5-

7%減少させ、建設・製造業では、同一業種内の外国人材と台湾人労働者は完全代替

的である。台湾の外勞緊縮 方針にみられる、自国民が外国人材に代替される懸念は

統計的根拠と整合的であり、外国人材依存脱却の試みや、自国民の就業機会の保護

が必要であったことが確認できる。 

 また 5-7%という値は、skill-group approaches を用いた先行研究が推定した欧米

での賃金減少効果の値20より大きい。これは、アジア先進国で行われている外国人

材の適性審査や職能訓練が、外国人材の skill distribution の水準及び受入国労働者

に対する代替性を高めているという説明と矛盾しない結果である。 

 加えて賃金減少効果は製造業で特に大きく、建設業では存在しない可能性がある。

賃金効果に産業間で差がある理由として、幾分資本集約型である製造業は 7 年とい

う短期で設備を調整しきれなかった一方、建設業は公共事業の拡大(を通した労働需

要の増加)により自在に外国人材を吸収できた可能性がある。また製造業は建設業と

異なり一定数のハイテク業種を含むため、流入する外国人材の skill distribution の

水準及び受入国労働者に対する代替性がより高く、賃金減少効果が強く現れた可能

                                                 
20 本稿で推定された、外国人材人口の 1%の上昇による賃金減少効果は、𝑓𝑜𝑟𝑒𝑖𝑔𝑛𝑖𝑡の平均が約 5%で

あることからモデル⑴では 1-1.4%、モデル⑵では 0.6%である。一方、米国を対象とした Borjas 

(2003)では 0.3-0.4%、ドイツを対象とした Steinhardt (2011)では約 0.13%と低い。 



性がある。政策的含意として、賃金減少効果を抑えるためには、受入国は各業種の

労働需要側の環境や特徴を考慮しつつ、受入れ規模や期間を策定すべきである。 

 更に賃金減少効果は女性に対して特に大きい。賃金効果の男女差の理由として、 

力仕事が要求されることが多い建設・製造業では、男性の外国人材が女性を優先的

に代替している可能性がある。一方女性建設業従事者に対しては賃金増加効果が存

在し、外国人材との補完性が示唆されている。補完性の理由として、特に労働集約

的な建設業で、女性は元々事務作業など肉体労働以外の役割を担っており、急増し

た外国人材を管理する業務の需要が増えた可能性がある。政策的含意として、受入

国は外国人材による代替効果には男女・業種間の差があることを認識し、就業機会

の保護等をより必要とする自国民を特定し、優先的に対応すべきである。 

 

7.おわりに 

 本稿では、外国人材受入れが受入国労働市場に与える影響を、業種・男女別パネ

ルデータを用いた DID 分析で検証した。就業服務法の施行を通して受入れを開始し

た台湾の建設・製造業では、受入れを行っていない産業に比べて、月平均賃金が 5-

7%減少した。更に賃金減少効果は、製造業従事者と女性に対して特に大きいことが

示された。本稿の貢献は、研究の蓄積が少ないアジアで、法制度の施行を自然実験

とした分析を行い、統計的根拠に基づく政策的含意を引き出したことである。 

 本稿の限界は政策の内生性が存在する可能性が残されていることである。政策の

内生性に対処するには、より無作為実験的に環境や政策が変更された事例を取り上

げる必要がある。他にも、⑴台湾人労働者の教育・経験の情報の欠如、⑵外国人材

の性別・教育・経験の情報の欠如、⑶建設業は小標本で、労働需要を考慮できてい

ない点、⑷DID 分析を用いたが、受入れ開始直後は外国人材の増加が穏やかで

before/after がやや不明瞭な点を限界として指摘できる。モデル⑵では賃金効果が小

さく推定されたが、これには⑷が影響している可能性がある。今後の関連研究には、

個票データの活用などを通して、外国人材と受入国労働者両方の skill に関わる、教

育や経験といった情報についても、幅広く取り入れて分析することが期待される。 

 

 

 



 

 



 

 

  



 



 



 


